
昭 和45 年2 月5 日

区のお知らせ

区 の お 知 ら せ第220 号( 1)

足 立 区
企 画 室

( 882) 1111
足立区千住一丁目50

結婚相談案内
木・日・祝日を除く毎日、午前

9時～午後4時( 土曜は午前11時)
区役所1階区民相談室。( 1) 履歴書( 2)

写真( 3) 戸籍謄本( 4) 印鑑( 5) 15円切

手5枚( 6) 卒業証明書( 大卒のみ)

を持参。

人口調べ
( 昭和45年1 月1 日現在)

世帯　173, 465
男　　289, 875
女　　276, 716
計　　566, 591

( 注) 今月から「住民基本台帳」に登録
された数字( 外国人登録を含む) となり
ました。

東 京 に 青 空 を

年
に
六
十
日
は
「
ス
モ
ッ
グ
・
デ
ー
」

健
康
を
む
し
ば
む
大
気
汚
染

寒
さ
が
き
び
し
く
な
る
に
つ
け
、東
京
の
空
は
ス
モ
ッ
グ
に
お
お
わ
れ
る
日
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
、工
場
・
ビ
ル
な
ど
か
ら
の
「ば
い
煙
」や
自
動
車
の
「排
気
ガ
ス
」の
た
め
、大
気

が
汚
さ
れ
る
た
め
で
す
。
気
象
庁
の
調
べ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
年
以
後
、
毎
年
、
年
間
六
十
日
以
上
も

ス
モ
ッ
グ
が
発
生
し
、
近
年
で
は
夏
で
さ
え
発
生
す
る
と
い
う
状
況
で
す
。

大
気
汚
染
の
影
響

最
近
の
あ
る
新
聞
に
「ス
モ
ッ
グ
の

日
は
死
者
が
多
い
」と
い
う
記
事
が
載

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
神
田
保
健

所
が
四
年
前
か
ら
調
べ
た
事
実
に
よ
る

も
の
で
す
。

大
気
が
汚
染
さ
れ
る
と
、気
管
支
炎

が
ふ
え
、肺
気
腫
(
は
い
き
し
ゆ
)
や

ぜ
ん
そ
く
な
ど
、呼
吸
器
系
統
の
病
気
が

多
く
な
り
、ま
た
、一
般
的
に
は
健

康
状
態
が
低
下
し
病
気
に
な
り
や
す
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
の
ほ
か
、樹

木
は
枯
れ
、金
属
は
腐
っ
て
し
ま
う
な

ど
、悪
い
影
響
は
拡
が
る
ば
か
り
で
す
。

足
立
区
で
も
、近
年
千
住
地
区
を
中

心
に
ビ
ル
が
建
ち
並
び
、既
存
の
工
場

か
ら
排
出
さ
れ
る
煙
り
に
混
じ
っ
て
、

暖
房
用
の
排
煙
も
比
較
的
ふ
え
て
き
て

い
ま
す
。

一
刻
も
早
く
、ス
モ
ッ
グ
の
な
い
、

青
く
澄
ん
だ
東
京
の
空
を
取
り
も
ど
し

ま
し
ょ
う
。

都
区
の
ス
モ
ッ
グ
対
策

都
で
は
、都
内
十
一
か
所
に
大
気
汚

染
自
動
記
録
計
を
置
き
、ま
た
気
球
を

あ
げ
た
り
し
て
ス
モ
ッ
グ
や
亜
硫
酸
ガ

ス
の
発
生
状
況
を
調
べ
、人
体
に
危
険

な
状
態
に
な
っ
た
と
き
は
、
「ス
モ
ッ

グ
警
報
」を
出
し
て
い
ま
す
。こ
れ
と

並
行
し
て
、主
要
工
場
や
ビ
ル
に
対
し

良
質
の
燃
料
へ
の
切
り
替
え
要
請
や
改

善
指
導
・
援
助
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
、区
で
も
、ば
い
煙
を
出

す
工
場
の
実
態
調
査
や
、自
動
車
に
よ

る
空
気
汚
染
調
査
を
行
な
い
、地
域
特

性
の
実
態
を
つ
か
み
、公
害
行
政
の
資

料
に
し
て
い
ま
す
。ま
た
、こ
れ
を
も

と
に
公
害
の
苦
情
や
改
善
の
た
め
の
相
談

、
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
都
区
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て

都
心
部
の
ビ
ル
街
で
は
、硫
黄
分
の
少

な
い
良
質
の
重
油
に
切
り
替
え
た
結
果

昨
年
十
二
月
一
日
か
ら
十
一
日
ま
で
の

十
一
日
間
、ス
モ
ッ
グ
注
意
報
が
で
ま

せ
ん
で
し
た
。も
し
す
べ
て
の
工
場
や

ビ
ル
が
、良
質
の
重
油
に
切
り
替
え
た

な
ら
ば
、き
っ
と
き
れ
い
な
大
気
が
も

ど
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

会
社
工
場
に
お
願
い

▽
煙
突
な
ど
燃
焼
装
置
は
常
に
手
入

れ
を
　
▽
重
油
は
硫
黄
分
の
少
な
い
も

の
を
　
▽
燃
料
と
し
て
不
適
当
な
ビ
ニ
ー

ル
、ゴ
厶
な
ど
は
燃
や
さ
な
い
　
▽

集
じ
ん
装
置
や
排
ガ
ス
処
理
装
置
を
取

り
付
け
る
。

公
害
は
み
ん
な
の
自
覚
と
協
力
に
よ

っ
て
な
く
せ
ま
す
。ど
う
ぞ
ご
協
力
を
。

57. 8 パーセント

区 の 投 票 率

昨
年
十
二
月
二

十
七
日
に
行
な
わ

れ
ま
し
た
、い
わ

ゆ
る
「し
わ
す
総

選
挙
」の
結
果
は

す
で
に
テ
レ
ビ
・
新

聞
な
ど
で
報
道

済
で
す
が
、東
京

十
区
(
足
立
・
葛

飾
・
江
戸
川
)
の

投
票
結
果
は
次
の

と
お
り
で
す
。

昭和44年12月27日執行衆議院議員選挙

( 第10区) 投票数・率と候補者別得票数

有
利
な
就
職
の
た
め
に

技
術
を
身
に
つ
け
よ
う

職
業
訓
練
生

都
立
の
専
修
職
業
訓
練
校
で
は
、
四

月
入
校
の
生
徒
を
、
次
の
と
お
り
募
集

し
て
い
ま
す
。

募
集
科
目

足
立
―
機
械
/
自
動
車
整
備
・
技
術
/

テ
レ
ビ
技
術
/
電
気
工
事
/
木
工
/

塗
装
/
ト
レ
ー
ス
/
経
理

王
子
―
機
械
/
溶
接
/
め
っ
き
技
術
/

自
動
車
整
備
/
ト
レ
ー
ス
/
機
械
検

査
江
東
―
溶
接
/
縫
製
/
自
動
車
整
備
/
ブ

ロ
ッ
ク
建
築
/
タ
イ
ル
施
工
/
謄

写
印
刷
/
タ
イ
プ
印
刷
/
塗
装

赤
羽
―
精
密
機
械
/
冷
凍
空
調
/
電
気

機
器
/
測
量
/
オ
フ
セ
ッ
卜
印
刷
/

和
文
タ
イ
プ

江
戸
川
―
自
動
車
整
備
・
技
術
/
機
械

製
図
/
電
子
機
器
/
化
学
分
折
/
工

場
管
理
/
縫
製
/
ト
レ
ー
ス

応
募
締
切
り
―
三
月
七
日
(
土
)

応
募
先
―
自
分
の
希
望
す
る
訓
練
校
ま

た
は
公
共
職
業
安
定
所

く
わ
し
く
は
、
各
訓
練
校
へ
。

足
立
専
修
職
業
訓
練
校
(
綾
瀬
五
丁

目
六
-
一
)
六
〇
五
-
六
一
四
六

足
立
公
共
職
業
安
定
所
(
千
住
河
原

町
五
-
一
)
八
八
二
-
一
二
八
七

※
こ
の
訓
練
校
を
卒
業
し
ま
す
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
や
免
許
証
な
ど
の
特

典
が
与
え
ら
れ
、
就
職
す
る
と
き
の
条

件
が
有
利
に
な
り
ま
す
。

身
体
障
害
者

職
業
訓
練
校

都
の
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
校
で
は

次
の
と
お
り
、
訓
練
生
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

所
在
地
―
東
京
都
小
平
市
小
川
西
町
二

二
六
四
/
〒
一
八
七

電
話
―
〇
四
二
三
(
四
一
)
一
四
一
一

科
目
―
事
務
(
経
理
簿
記
)
/
機
械
製

図
(
設
計
・
製
図
)
/
時
計
(
分
解

組
立
・
修
理
)
/
木
工
(
イ
ン
テ
リ

ア
を
含
む
)
/
製
く
つ
(
男
女
各
種

く
つ
)
/
洋
服
(
男
子
服
専
科
)
/

洋
裁
/
和
裁
/
編
物
/
義
肢
装
具
/

印
章
彫
刻

応
募
締
切
り
―
三
月
七
日
(
土
)

訓
練
期
間
―
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

入
校
資
格
―
身
体
障
害
者
で
義
務
教
育

修
了
者
、ま
た
は
こ
れ
と
同
程
度
の

学
力
を
有
す
る
か
た
。機
械
製
図
・

事
務
科
は
、
高
卒
ま
た
は
こ
れ
と
同

程
度
の
学
力
を
有
す
る
か
た
。

手
当
の
支
給
―
二
十
歳
以
上
の
か
た
…

約
二
万
円
/
二
十
歳
未
満
の
か
た
…

約
一
万
七
千
円
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

入
校
中
の
経
費
―
入
寮
者
は
給
食
費
月

額
六
千
六
百
円
、
そ
の
他
の
経
費
を

み
て
も
就
職
仕
度
金
の
用

意
が
で

き
、
ご
家
庭
か
ら
の
送
金
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

く
わ
し
く
は
、直
接
身
体
障
害
者
職
業

訓
練
校
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

お
と
し
よ
り
の

ア
ル
バ
イ
ト

都
の
授
産
場
で
は
、六
十
歳
以
上
の

か
た
を
対
象
に
、簡
単
に
で
き
る
し
ご

と
(
内
職
)
を
お
世
話
し
て
い
ま
す
。

し
ご
と
の
内
容
は
、紙
製
品
加
工
・

が
ん
具
組
立
・
和
裁
な
ど
。こ
の
し
ご

と
を
、授
産
場
に
通
っ
て
し
て
も
、自

宅
に
材
料
を
持
ち
帰
っ
て
し
て
も
、ど

ち
ら
で
も
け
っ
こ
う
で
す
。

そ
の
他
、
く
わ
し
く
は
次
の
と
こ
ろ

へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

西
加
平
授
産
場
(
青
井
四
丁
目
二
七
-
一

一
)
八
八
九
-
〇
六
八
一

「
わ
た
し
の
便
利
帳
」

ご
希
望
の
か
た
は

区
役
所
か
出
張
所
へ

都
と
区
共
同
で
作
り
ま
し
た
「わ

た
し
の
便
利
帳
」は
、昨
年
十
二
月

中
に
み
な
さ
ん
の
お
宅
へ
お
届
け
し

ま
し
た
が
、少
々
残
部
が
ご
ざ
い
ま

す
。ご

希
望
の
か
た
に
は
も
よ
り
の
出

張
所
ま
た
は
区
役
所
(
一
階
受
付
)
、

第
二
庁
舎
(
旧
梅
島
支
所
)
で
さ
し

あ
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
便
利
帳
は
、文
字
ど
お
り
み

な
さ
ん
の
日
席
生
活
上
必
要
な
役
所

の
手
続
き
や
、文
化
・
集
会
施
設
な

ど
の
あ
ん
な
い
を
載
せ
て
あ
り
ま
す

か
ら
、
茶
の
間
な
ど
に
お
い
て
、
ど

し
ど
し
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、こ
れ
に
つ
い
て
の
ご
意
見

ご
希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、企
画
室

広
報
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

お済みですか?
――「児童手当」の請求――

義
務
教
育
終
了
前

の
児
童
を
お
持
ち
の

家
庭
で
、一
定
の
基

準
に
該
当
す
る
第
三

子
め
か
ら
の
児
童
に

は
「児
童
手
当
」が

支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、二
十
歳
未
満

の
心
身
障
害
者
(
児
)

な
ら
び
に
義
務
教
育

終
了
前
の
遺
児
に
も

支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
支
給
対
象
と

な
る
か
た
は
、次
の

も
の
を
添
え
て
、福

祉
課
福
祉
係
へ
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

▽
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
「
写
し
」

▽
住
民
税
納
税
通
知
書
(
も
し
、こ
れ
が

な
い
と
き
は
、係
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
)

▽
心
身
障
害
児
や
遺
児
の
児
童
手
当

を
請
求
す
る
と
き
は
、
「愛
の
手
帳
」・

身
体
障
害
者
手
帳
・
戸
籍
と
う
本
な

ど
、
そ
の
事
実
を
証
明
で
き
る
も
の

こ
の
手
続
き
を
二
月
中
に
行
な
い
、

認
定
さ
れ
た
と
き
は
、
昨
年
の
十
二
月

一
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
手

当
の
支
給
日
は
、
三
月
末
日
で
す
。

未
請
求
の
か
た
は
、お
早
く
ど
う
ぞ
。

日
赤
で
は
、ビ
ア
フ
ラ
難
民
の
救
護
金
を
受

け
付
け
て
い
ま
す

区
役
所
区
民
部
管
理
課
へ

区
立
幼
稚
園
児
募
集

区
教
育
委
員
会
で
は
、
昭
和
四
十
五

年
度
入
園
(
一
年
保
育
)
の
区
立
幼
稚

園
児
を
、
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

元
宿
幼
稚
園
(
仮
称
)

所
在
地
―
千
住
桜
木
町
四
五
　
募
集
人
員
―
一

六
〇
名
(
四
ク
ラ
ス
)
　
開
園
―

五
月
中
旬
の
予
定
(
現
在
建
設
中
)

関
屋
幼
稚
園

所
在
地
―
千
住
関
屋
町
一
六
-
一
(
千

寿
第
八
小
学
校
内
)
　
募
集
人
員
―
若

干
名
(
二
次
募
集
)
　
開
園
―
四
月
十

日
(
金
)

申
込
み
方
法

期
間
―
い
ず
れ
も
二
月
十
日
(
火
)
～

二
十
日
(
金
)
　
資
格
―
区
内
在
住
(

区
内
で
住
民
登
録
を
し
て
あ
る
か
た
)

申
込
み
先
―
区
役
所
内
学
務
課
学
事

係
(
五
階
)

戦
没
者
・
戦
傷
病
者
の
妻

の
か
た
へ
担
保
貸
付
け

「特
別
給
付
金
国
庫
債
券
」お
よ
び

「特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券
」を
交
付
さ

れ
た
「戦
没
者
な
ら
び
に
戦
傷
病
者
の

妻
」の
か
た
に
対
し
て
、次
の
よ
う
な

担
保
貸
付
け
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

借
り
ら
れ
る
条
件
…
(
1
)
生
活
に
困
っ
て

い
る
(
1
)
高
齢
者
(
1
)
身
体
障
害
者
の
い

ず
れ
か
で
、
事
業
を
行
な
う
か
、
行

な
っ
て
い
る
か
た
。

申
込
み
期
間
―
二
月
五
日
～
三
月
十
五
日

申
込
み
場
所
…
区
役
所
福
祉
課
援
護

係
。(
国
債
・
印
か
ん
・
米
の
通
帳
・

世
帯
の
収
入
を
証
明
で
き
る
も
の
―

例
、住
民
税
納
税
額
通
知
書
な
ど
を

持
参
)

。

引
揚
者
等
の
特
別
交
付
金

未
請
求

の
か
た
は
お
早
く

「引
揚
者
等
に
対
す
る
特
別
交
付

金
」の
請
求
期
限
が
、こ
と
し
三
月
三

十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

を
過
ぎ
ま
す
と
、請
求
す
る
権
利
が
な

く
な
り
ま
す
か
ら
、ま
だ
請
求
手
続
き

を
し
て
い
な
い
か
た
は
、お
早
く
請
求

手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、福
祉
課
援
護
係
へ
。

献
血
に
ご
協
力
を

次
の
日
程
で
、み
な
さ
ん
の
お
近
く

に
「移
動
採
血
車
」が
ま
い
り
ま
す
。

今
月
も
、特
に
O
型
が
不
足
し
て
い
ま

す
の
で
、ご
協
力
く
だ
さ
い
。時
間
は

い
ず
れ
も
午
前
十
時
～
午
後
三
時
。

▽
二
月
五
日
(
木
)
…
第
七
中
学
校
　

▽
十
六
日
(
月
)
…
西
新
井
第
二
小
学

校
　
▽
十
九
日
(
木
)
…
栗
島
小
学
校
　

▽
二
十
三
日
(
月
)
…
弘
道
第
一
小
学

校
　
(

葛
飾
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
)

お
礼

山
本
達
雄
さ
ん
(
西

新
井
本
町
四
丁
目
七
-

A
七
-
三
〇
八
　
三
十

九
歳
)
は
、区
の
育
英
資
金
に
と
、故

父
利
一
郎
さ
ん
の
香
典
返
し
の
一
部
を

寄
付
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

固
定
資
産
税
の
第
四
期
分

二
月
二
十
八
日
が
納
期
限
で
す

趣
味

の

教
室

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
東
綾

瀬
一
丁
目
五
-
一
七
)
で
は
、次
の

よ
う
な
趣
味
と
実
益
を
兼
ね
た
講
座

を
開
き
ま
す
。特
に
初
心
者
の
か
た

を
歓
迎
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
は
、直
接
セ
ン
タ
ー

事
業
係
へ
(
六
〇
五
-
七
一
〇
一
)

(
月
曜
日
は
休
み
で
す
)

。

手
芸
教
室
《
吊
し
人
形
―
犬
の
ぬ
い

ぐ
る
み
》
日
時
―
二
月
十
八
日

(
水
)
午
前
十
時
　
講
師
―
石
塚

な
ほ
み
氏
　
教
材
費
―
一
五
〇
円

(
は
さ
み
、
糸
、
針
、
も
の
さ
し

綿
少
量
を
持
参
)

生
花
教
室
《
古
流
》
日
時
―
二
月

二
十
日
(
金
)
/
午
前
十
時
　
講

師
―
岩
佐
マ
チ
氏
　
教
材
費
―
二

〇
〇
円
(

は
さ
み
を
持
参
)

美
容
と
着
付
け
教
室
《
冬
の
お
肌
の

手
入
れ
/
男
子
・
女
子
の
正
し
い

和
服
の
着
方
》
日
時
―
二
月
二

十
四
日
(
火
)
/
午
前
十
時
　
講

師
―
「寿
会
」所
属
美
容
師

ペ
ン
習
字
教
室
《
第
六
期
》
日
時
―

毎
週
水
曜
日
/
午
前
十
時
　
講

師
―
高
木
秀
雲
氏
　
教
材
費
―
三

〇
〇
円
(
講
義
は
十
二
回
で
終

了
。ノ
ー
ト
・
筆
記
具
を
持
参
)

美
術
教
室
《
第
一
講
―
紙
版
画
》

日
時
―
二
月
二
十
二
日
(
日
)
/

午
後
一
時
三
十
分
　
講
師
―
久
保

勝
哉
氏
　
教
材
費
―
五
〇
円
(
は

さ
み
を
持
参
)

絵
画
教
室
《
抽
象
画
入
門
》
日
時

二
月
十
四
日
(
土
)
・
二
十
八
日

(
土
)
/
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三

十
分
　
講
師
―
木
村
林
吉
氏

ギ
タ
ー
教
室
　
日
時
―
二
月
二
十
一

日
(
土
)
/
午
後
二
時
　
講
師
―

金
子
幸
雄
氏

音
楽
教
室
《
コ
ー
ラ
ス
指
導
》
日

時
―
二
月
二
十
七
日
(
金
)
/
午

後
三
時
　
講
師
―
池
田
輝
樹
氏

囲
碁
教
室
　
講
師
―
富
川
龍
治
氏
(

三
段
)
　
※
く
わ
し
く
は
、事
業

係
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。成

人
学
校
と

青
年
文
化
教
室

区
教
育
委
員
会
で
は
働
く
青
年
男

女
の
み
な
さ
ん
を
対
象
と
し
て
、楽

し
く
知
識
や
技
能
を
学
べ
る
教
室
を
開

き
ま
す
。
お
友
だ
ち
と
お
誘
い
合

わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

成
人
学
校
(
第
三
十
九
回
)

料
理
教
室
　
日
時
―
二
月
十
二
日
～

三
月
二
十
四
日
/
毎
週
火
・
木
曜

日
(
十
二
日
間
)
/
午
後
六
時
三

〇
分
～
八
時
三
〇
分
　
申
込
み
先
―

社
会
教
育
課
文
化
係
(
性
別
・

年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
)
　
申
込
期
間
―

定
員
(
五
〇
名
)
に
な
り
し

だ
い
締
め
切
り
　
場
所
―
区
青
年

館
(
西
新
井
一
丁
目
四
-
一
七
)

八
九
〇
-
〇
〇
六
一

青
年
文
化
教
室
(
第
十
五
回
)

科
目
―
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
入
門
/
ギ
タ

ー
/
洋
裁

日
時
―
二
月
十
二
日
～
三
月
二
十
四

日
/
毎
週
水
・
木
曜
日
/
午
後
六
時

三
〇
分
～
八
時
三
〇
分

対
象
―
区
内
在
住
・
在
勤
者
で
十
六

歳
～
二
十
五
歳
ま
で
の
青
年
男
女

受
講
料
―
無
料
(
但
し
、教
材
費
は

実
費
負
担
)

申
込
み
―
二
月
五
日
か
ら
定
員
(
五

〇
名
)
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り
。

申
し
込
み
は
、直
接
青
年
館
へ
。

午
前
九
時
～
午
後
七
時
ま
で
受
け

付
け
(
月
曜
は
休
み
)

グ
ル
ー
プ

活
動
研
究
会

職
場
や
趣
味
の
団
体
で
、
グ
ル
ー

プ
活
動
を
し
て
い
た
り
、こ
れ
か
ら

し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
か
た
を
対
象

に
、活
動
の
し
か
た
や
運
営
方
法
な

ど
の
研
修
会
を
開
き
ま
す
。
ど
う
ぞ

参
加
く
だ
さ
い
。

科
目
―
団
体
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作

り
方
/
二
月
十
二
日
(
木
)
会
議

の
す
す
め
方
/
二
月
十
三
日
(
金
)

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
七
時
～
九

時
講
師
―
日
本
青
年
館
　
矢
島
矩
雄
氏

申
込
み
―
一
団
体
リ
ー
ダ
ー
と
も
四

名
ま
で
。定
員
(
五
〇
名
)
に
な

り
し
だ
い
締
め
切
り
、直
接
青
年

館
へ
。八
九
〇
-
〇
〇
六
一

パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
研
究
会

足
立
公
共
職
業
安
定
所
で
は
、人

手
不
足
を
補
な
う
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

の
、
雇
用
研
究
会
を
開
き
ま
す
。

日
時
―
三
月
五
日
(
木
)
/
午
後
一

時
～
四
時
三
〇
分

場
所
―
千
寿
会
館
(
千
住
仲
町
五
)

申
込
み
問
い
合
わ
せ
先
―
足
立
公

共
職
業
安
定
所
パー
ト
係

電
話
　
八
八
二
-
一
二
八
七

■ 区役所の電話882- 1111　第二庁舎886一3165　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481　東部福祉事務所605- 7101



昭 和45 年2 月5 日 区 の お 知 ら せ 第220 号 ( 2)

住民税 申告書の書き方
ことしも「住民税」の申告時期が近づい

てまいりました。みなさんが、正しい申告

をされることによって、適正な課税がなさ

れるよう、今月号は、住民税の申告と申告

書の書き方について、ご説明します。

課税される人は……… …
□ 45年1月1日現在、区内に住み、前年

( 44年) 中に所得( 月給や商売の利益な

ど) があった人

□ 区内に事務所 や事業所、家 屋などがあ

って、区外に住んでいる人

申告が必要な人は… … …

□ 前年中に所得があった人

( ただし、所得税の確定申告をした人、

給与所得だけで、勤め先から区へ給与支

払報告書を出した人は除かれます)

□ 事務所・事業所・家屋などがある人

※ 申告書が区から送ら れた人で、所得の

ない人、その他の理 由により申告の必要

がない場合は、課税課までその旨をご連

絡ください。

提出期限と場所は… … …

提出期限は、3月16日です。期限まぎ

わは、たいへん混雑しますので、なるべく
お早めに区役所・同第二庁舎、またはも

よりの出張所へお出しください。なお、

みなさんの利便をはかるため、次のとお

り課税課職員が出張受付けを行ないま

す。どうぞ、ご利用ください。
◎ 3月10日( 火) ・11日( 水) 　午前9

時～午後4時　場所…常東出張所・第

三出張所～第十出張所

◎ 3月12日( 木) ・13日( 金) 　午前9

時～午後4時　場所…第十一出張所～

第二十出張所・東 綾瀬出張所

計算の仕方は… … … … …

( 1) 所得金額=収入金額- ( a) 必要経費- ( b)

事業 専従者控除額

( 2) 課税標準額=所得金額- ( c) 所得控除

( 3) ( d) 算出所得割額=課税標準額× 税率

( 実際に計算する場合は、後でご説明す

る算出所得割 額の出し方によります)
( 4) 差引所得割額=算出所得割額- ( e) 税額

控除

( 5) 特別区民税・都民税個人分=差引所得

割額+均等割額( 区600円、都100円)

なお、( 3) 以下は、特別区民税分と都民税

個人分を、それぞれ計算 し、それを合計 し

たものが住民税額となります。

( a) 必要経費とは…… … … …

収入 を得るために必要な経費で、次のよ

うなものが含まれます。

販売した商品の原価・雇人費・減価償却
費・種苗代・肥料代・飼料費・固定資産税

等です。生活費は、必要経費とはな りませ

ん ので、ご注意ください。

( b) 事業専従者控除とは……

事業所得または不動産所得があり、同一
生計の配偶者や15歳以上の親族が、事業主

のその事業に6か月以上専従した場合、事

業専従者として、次の( 1) か( 2) のうち、いず

れか少ない方の金 額が収入金額から 控除さ

れます。
( 1) 15 万円( 青色申告の専従者は、完全給

与制 〕
( 2) ( 事業所得+不動産所得) ÷ ( 事業専

従者の数+1)

※ 青色専従者給与額は、必要経費に加え

てください。

( c) 所得控除とは…… … … …

次の12種類があり、これに該当する場合

は、所得金額から差引くことができます。

1. 雑損控除　あなたやあなたと同一生計

の親族のうち、44年中の各種所得の合計額

が16万7500円以下の人の資産( 家屋・家財

道具・現金など) が、天災・火災・盗難な

どで、損害 を受けた場合 控除されるもので

計算方法は、次のとおりです。
( 損害金額-保険金などでうめられた金

額) - ( 所得金額× 10/ 100)

2. 医療費控除　あなたやあなたと同一生計

の親族のため に、44年中に支払 った治療

費 または医薬費などがあるとき控除 される

もので、計算方法は、次のとお りです。

( 支払った医療・医薬費の総額-保険金
でうめられた金額) - ( 所得金額× 5/ 100)

ただし、控除の最高限度額は15万円です。

3. 社会保険料控除　 あなたやあなたと同

一生 計の家族の国民健康保険・国民年金な
どの保険料を、44年中に支払 った場合、そ

の支払額の全額が控除されます。
4. 小規模企業共済掛金控除　44年中に支

払った第1種共済掛金全額を控除

5. 生命保険料控除　44 年中に支払った生

命保険料、簡易保険料があ る場合控除され

る もので、支払 った保険料が1 年間に
( 1) 1万5000円まで…支払った保険料全額
( 2) 1万5000円をこえ3万5000円まで…支

払った保険料× 1/ 2+7500円

( 3) 3万5000円をこえた場合… 2万5000円

ただし、
◎ 保険契約による配当金は、支払った保険

料から差し引いて計算

◎ 一口の年間の払込額が9000円をこえるも

のは、証明書が必要です。
◎ 生存保険で5年末満のものは対象外です

6. 障害者控除　 あなたやあなたと同一生

計の家族に障害者がいる場合、1 人7 万円(
特別障害者 の場合は、1 人9 万円) 。

7. 老年者控除　65歳以上( 明治38年1月
1日以前生まれ) で、所得金額が500 万円

以下の場合、7 万円が控除されます。
8. 寡( か) 婦控除　65歳未満( 明治38年1

月2日以後生まれ) の寡婦( 夫と死別、離

別等) で、扶養親族または44年中の各種所

得の合計額が、16万7500円以下の同一生計

の子がある場合、7 万円が控除されます。
9. 勤労学生控除　学生で給与など勤労に

よる所得があり、44年中 の合計所得金額が26

万円以下で、かつ不動産、配当など、勤

労によらない所得が10万円以下の場合、7
万円が控除されます。

10. 配偶者控除　配偶者の44年中の各種所

得の合計額が、10万円( 自己の勤労によら
ない所得の場合は5 万円) 以下のとき、10

万円が控除 されます。
11. 扶養控除　同一生計の親族( 配偶者を

除く) のうち、44年中の各種所得の合計額

が、10万円( 自己の勤労によらない所得の場

合は5 万円) 以下 の人がいるとき控除 さ

れます。( 44 年中に死亡した扶養親族があ

るときは、その人も含みます) 。
( 1) 配偶者がある場合… 1人めから6万円
( 2) 配偶者がいない場合… 1人めは8万円　

2人めから6万円

12. 基礎控除　12 万円です。

なお、ことしも住民税減税の一環として

所得控除の一部が改正される模様です。

( d) 算出所得割額の出し方…

別掲の速算表( 課税標準額× 税率-速算
控除額) により計算したものが算出所得割

額で、特別区民税分と都民税個人分と別々
に計算します。
〔例〕課税標準額が30万円の場合
300, 000円× 3/ 100- 1, 500円=7, 500円

……特別区民税分
300, 000円× 2/ 100=6, 000円

……都民税個人分

( e) 税額控除とは……… … …

算出所得割額から控除されるもので、44
年中に配当所得があった場合に控除されま
す。その控除額は―

◎ 特別区民税分…配当所得金額の3%

◎ 都民税個人分…配当所得金額の1. 2%

ただし、課税総所得金額、課税長期( 短

期) 譲渡所得金額の合計額が、1000 万円を

こえる部分の配当所得金 額について は、こ

の率のそれぞれ半分です。

算出所得割額速算表

くわしくは課税課 へ… …

「申告書用紙」と「申告書の手

びき」は2月10日ごろ発送します

以上で住民税の申告とその書き方の説明
は終わりますが、わからないところや、く
わしいことは、後日郵送する「申告書の手

びき」( 確定申告予定者および勤務先から
給与支払報告書が提出される人は、前述の
ように住民税の申告は必要ありませんので
郵送されません) をお読みくださるか、課
税課へおたずねください。
なお、「申告書用紙」と「申告書の手び
き」は、2月10日ごろみなさんのお宅へ発

送する予定です。もし、日がたっても届か
なかったときは、ごめんどうでも区役所の
第一課税係、または、第二庁舎の第二課税
係へご連絡ください。

「確定申告」を

されるかたへ

所得税の確定申告期間は、2月16日～3

月16日までです。この申告をされるかたは

住民税の申告をする必要はありませんが、

確定申告書に記入する際は、次の事項にご

留意ください。

□ 1 月1 日現在の住所、氏名のフリガ ナ

は、必ずご記入ください。
□ 「給与所得以外の住民税の徴収方法の

選択」欄……給与所得の住民税は、特別徴

収( 給料から差し引き) することになって

いますが、給与所得以外の所得もある場合
◎ その分の住民税も給与所得分の住民税
といっしょに納めたいときは「特別徴収」

の項を……
◎ 給与所得分の住民税とは別に、直接納
めたいときは、「普通徴収」の項を……
それぞれ○ で囲んでください。
□ 確定申告の際、事業専従者を有利な配

偶者控除または扶養控除の対象としたが、
住民税の場合は、逆に事業専従者として申
告したい場合、その人の氏名を記入してく
ださい。
□ その他、所得税の「申告書の書き方」の

住民税に関する事項の説明を、よくお読み
になって記入されるよう、お願いします。

■ 確定申告の説明会
区では、足立税務署・都足立税務事務所

と共 催で、次のとおり確定申告書の書き方

について説明会を開き ます。 ご都合のよい
日に会場へおいでください。
2月10日( 火) … 青年館( 西新井大師駅前)

2月12日( 木) … 区役所7階

2月13日( 金) … 東部区民福祉センター( 綾

瀬駅前)

時間は、いずれも午後2時～4時( 予定)

■ 土地・建物等の譲渡所得の
あるかたへ

土地等の供給促進、値上がり抑制のため
44年以降に、土地や建物等を譲渡した場合
の住民税の計算方法が、所得税同様改正さ
れました。本年度に限って、次のいずれか
有利な方を選択することができます。
( 1) 他の所得と合算して計算する方法( 従
来と同じ方法)

( 2) 他の所得と分離して計算する方法
なお、来年からは、この選択制度がなく

なり分離課税だけとなります。

■ 「口座振替」のご利用を
口座振替とは、あなたの普通預金口座、

当座預金口座または、納税凖備預金口座か

ら、あなたに代わって金融機関が納税する

制 度です。

これを利用しますと、あなたが区役所や

金融機関へわざわざ税金を納めるためにで

かける手間が省けます。また、納期内に必
ず納入されるので、延滞のご心配もなくな

ります。あなた も、この便利な口座振替を

ぜひ、ご利用 ください。
お申し込みは、区役所または金融機関の窓

口で、簡単にできます。

■ 住居表示実施区域内で新・改築したら必ず「住居番号付定申請届」を……住居表示課(区役所本庁舎3階)


